
広報かみのかわ  26.1.1 12

【
平
成
25
年
上
三
川
町
に
関
す
る
出
来
事
】9
月
10
日 

町
立
図
書
館
が
、開
館
30
周
年

消
費
豆
知
識
⑧

○「
ロ
ト
6
の
当
選
番
号
教
え
ま

す
」詐
欺

　

突
然
、「
会
員
に
な
れ
ば
、ロ
ト
6

の
当
選
番
号
を
事
前
に
教
え
る
」と

い
う
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
。「
当
選

番
号
を
言
う
か
ら
、明
日
の
新
聞
で

確
認
し
て
み
て
」と
言
わ
れ
、翌
朝

の
新
聞
を
見
た
と
こ
ろ
、当
た
っ
て

い
た
の
で
す
っ
か
り
信
用
し
て
し

ま
っ
た
。会
員
に
な
る
た
め
、審
査
費

用
1
万
円
を
指
定
口
座
に
振
り
込

み
、「
宝
く
じ
が
当
た
っ
た
ら
」と
い

う
将
来
の
夢
を
書
い
た
作
文
を

フ
ァ
ッ
ク
ス
で
送
っ
た
。後
日
、情
報

料
と
し
て
3
5
0
万
円
か
か
る
と

聞
き
、あ
ま
り
に
高
額
だ
っ
た
の
で

不
安
に
な
っ
た
。払
っ
て
も
大
丈
夫

だ
ろ
う
か
、と
い
う
相
談
が
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、ロ
ト
6
な
ど
の
宝
く
じ

の
当
選
番
号
を
事
前
に
教
え
る
の

と
引
き
換
え
に
、高
額
な
情
報
料
や

預
託
金
を
要
求
さ
れ
る
詐
欺
で
、他

に
も「
く
じ
で
使
う
出
玉
に
Ｉ
Ｃ

チ
ッ
プ
を
埋
め
込
ん
で
い
る
の
で
、

自
在
に
数
字
が
出
せ
る
」と
説
明
さ

れ
、信
用
し
て
し
ま
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り

ま
す
。

　

数
字
選
択
式
宝
く
じ
の
抽
選
は
、毎
週

月
曜
か
ら
金
曜
の
夕
方
に
行
わ
れ
、イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
生
中
継
さ
れ
ま
す
。抽
選

結
果
が
翌
朝
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
る
ま
で

の
時
間
差
を
利
用
し
て
消
費
者
を
だ
ま
す

の
が
、こ
の
詐
欺
の
手
口
で
す
。

・
宝
く
じ
の
抽
選
は
厳
正
、公
正
に
行
わ
れ

て
お
り
、抽
選
を
操
る
こ
と
や
、抽
選
結

果
が
事
前
に
分
か
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

・
う
ま
い
話
に
は
耳
を
貸
さ
ず
、お
金
は
絶

対
に
支
払
わ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

詳
し
く
は
、上
三
川
町
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
日
時
＝

　

月
〜
金
曜
日（
年
末
年
始
を
除
く
）

　

午
前
9
時
〜
正
午
、午
後
1
時
〜
4
時

▼
相
談
場
所
＝

　

上
三
川
町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
（
産
業
振
興
課
内
）

▼
相
談
専
用
電
話
番
号
＝

　

上
三
川
町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー　
　
　

　
　
　
　

9
1
5
3

　

町
で
は
、町
民
一
人
ひ
と
り
が
心
身
と
も

に
健
全
な
食
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、平
成
20
年
3
月
に「
上
三
川
町
食
育

推
進
計
画
」を
策
定
し
ま
し
た
。第
１
期

（
平
成
20
年
度
〜
25
年
度
）の
計
画
期
間
の

終
了
に
伴
い
、平
成
25
年
度
に
第
１
期
計
画

期
間
の
評
価
と
課
題
を
踏
ま
え
見
直
し
を

行
い
、食
育
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か

つ
計
画
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
を
目
的

に「
上
三
川
町
第
2
期
食
育
推
進
計
画（
平

成
26
年
度
〜
30
年
度
）」を
策
定
し
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、第
2
期
食
育
推
進
計
画（
素

案
）を
作
成
し
ま
し
た
の
で
、広
く
町
民
の

皆
さ
ま
か
ら
の
ご
意
見
等
を
募
集
し
ま
す
。

　

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見
等
は
、内
容

ご
と
に
整
理
・
分
類
し
た
上
で
、こ
れ
に
対

す
る
町
の
考
え
方
を
付
け
て
公
表
し
ま
す
。

個
々
の
ご
意
見
等
に
対
し
て
直
接
回
答
は

し
ま
せ
ん
の
で
、あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
願
い

ま
す
。

▼
公
表
す
る
資
料
名
＝「
上
三
川
町
第
2
期

　

食
育
推
進
計
画（
素
案
）」

▼
資
料
の
閲
覧
期
間
＝
1
月
14
日（
火
）〜

　

2
月
14
日（
金
）午
後
5
時
ま
で

▼
資
料
の
閲
覧
方
法
＝
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
に
掲
載
す
る
ほ
か
、役
場
町
民
ホ
ー

　

ル
、役
場
健
康
課
窓
口（
土
日
祝
日
を
除

　

く
）、中
央
公
民
館（
休
館
日
を
除
く
）で

　

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

▼
ご
意
見
等
の
提
出
期
間
＝
1
月
14
日

　
（
火
）〜
2
月
14
日（
金
）午
後
5
時
必
着

▼
ご
意
見
等
を
提
出
で
き
る
方
＝
町
内
に

　

居
住
、通
勤
・
通
学
す
る
方
、本
町
に
納

　

税
義
務
を
有
す
る
個
人
・
法
人
等
、そ
の

　

他
本
計
画
の
利
害
関
係
者

▼
ご
意
見
等
の
提
出
方
法
＝
ご
意
見
提
出

　

に
か
か
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、閲
覧
窓

　

口
や
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
掲
載
に

　

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
な
お
、ご
意
見
等
は
口
頭
、電
話
で
は
受

　

付
で
き
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
健
康
課　

成
人
健
康
係

　
　
　
　

 

9
1
3
3

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

皆
さ
ん
の
ご
意
見
等
を
町
政
に
反
映
さ
せ
ま
せ
ん
か
？

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
町
民
意
見
等
の
募
集
）を
実
施
し
ま
す
。

「
上
三
川
町
第
２
期
食
育
推
進
計
画（
素
案
）」
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広報かみのかわ  26.1.113

【
平
成
25
年
上
三
川
町
に
関
す
る
出
来
事
】7
月
28
日 

原
芽
衣
さ
ん
が
、「
全
農
杯
平
成
25
年
度
全
日
本
卓
球
選
手
権
大
会（
バ
ン
ビ
の
部
）」で
優
勝
し
、日
本
一
の
栄
冠
を
獲
得

軽油引取税に係る農業用免税証の交付申請
　平成26年分農業用免税証の交付申請を次のとおり受付します。

●受付日時及び場所
　期　日：2月4日（火）　上三川地区・明治地区のうち多功及び天神町
 　 2月5日（水）　本郷地区・明治地区（多功及び天神町を除く）
　時　間：午前9時30分～午後3時（正午～午後１時までは昼休み）
　場　所：役場3階　大会議室

●持参するもの
　(１)新規申請の方
　　 ・印かん
　　 ・農業委員会が発行する耕作証明書
　　 ・作付け内容や使用機械を記入した書面（メモ等）
　　 ・栃木県収入証紙（420円分）　
　(２)新規申請以外の方
　　 ・免税軽油使用者証
　　 ・印かん
　　 ・免税軽油の引取り等に係る報告書
　　  （納品書・請求書又は領収書を持参。納品書等は、確認後に返却します。） 
　　 ・栃木県収入証紙（420円分・・・免税軽油使用者証が今回更新の方のみ）

●免税証の交付
　前年度の申請内容に変更のない方
　→書類に不備がない場合、申請日に即日交付します。
　新規申請の方
　→後日、農業委員会の窓口での受取となります。
　数量変更の方（追加交付分）
　→後日、県税事務所の窓口での受取となります。

注意事項
・上記の受付期日に都合のつかない方は、2月17日（月）～21日（金）の間に、
  栃木県河内庁舎で受付してください。
  【受付時間：午前8時30分～11時30分及び午後1時～4時30分】

・新規申請及び数量計算希望の方を除き、耕作証明書の添付は不要です。

・納品書・請求書又は領収書を忘れた場合、免税証の即日交付はできません。
  紛失した場合は、必ず購入店で販売証明書の交付を受け、持参してください。

※耕作証明書の発行を代理人に依頼する場合は、委任状が必要となります。
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▶問い合わせ先＝栃木県宇都宮県税事務所　課税課　　　 028（626）3018
　　　　　　　　農業委員会事務局　　　　　9166
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